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「教育振興基本計画」とは何か？

教育基本法第17条

①教育振興に係る総合的な計画を定め、国
会に報告し公表する

②本計画を参酌し、地域の実情に応じ、地方公
共団体による基本計画の作成に努める

◯◯都道府県教育振興基本計画

◯◯市町村教育振興基本計画

⇩
教委・学校・社教施設・各種団体・事業者・家庭

文科省・総合政策教育局の所管

©文部科学省



中央教育審議会教育振興基本計画（委員一覧）

2022年3月〜2023年1月：第1回〜第12回部会開催
2022年10月：経団連の次期計画策定に向けた提言

2023年1月20日・23日：審議経過報告に関する関係団体ヒアリング
2023年1月〜2月：第13回〜第14回部会開催

2023年3月：次期教育振興基本計画（答申）の公表
2023年6月：次期教育振興基本計画閣議決定



「教育振興基本計画」の変遷 ©文部科学省

2005〜2014年：ESDの10年

2015〜2030年：SDGs

2000〜2014年：MDGs



第3期教育振興基本計画（現行）の概要 ©文部科学省

「豊かな心の育成」

⇩

・主権者教育
・消費者教育
・ESD

・環境教育

・災害復興等持続可
能な地域づくりのた

めの教育



次期教育振興基本計画（答申）の概要１１．コンセプト

「持続可能な社
会の創り手の育
成」の登場

２．ESDの位置
基本方針①
「豊かな心」→
「グローバル人
材育成」

３．SDGs関連
基本方針②
・inclusive教育
・DE &Iある共生
社会実現の教育
基本方針③

・社会教育施設
の機能強化
・Community 

School

次期教育振興基本計画（答申）の概要１©文部科学省



次期教育振興基本計画（答申）の概要２ ©文部科学省ESDの推進

①我が国がESD推進
拠点として位置付けて
いるユネスコスクール
を中心に、引き続き国
内外の学校間の交流
や好事例の発信等の
充実を図る。また、学
習指導要領に基づ
き、各学校段階にお
いて、ESDの目的であ
る「持続可能な社会の
創り手」を育む。

②ESDの強化とSDGs
の17の全ての目標実
現への貢献を通じて、
より公正で持続可能
な世界の構築を目指
す。「ESD for 2030」の
理念を踏まえ、地域
の多様な関係者（学
校・教育委員会、大
学、企業、NPO、社会
教育施設等）をつなぐ
重層的なネットワーク
を強化する。



意見書の概要（抜粋）

ESD-J

◼評価点
・ESDの視点の反映

◼課題と展望
・Well-Beingの概念が不明

・DXによる学びの質と方法の変化

・目標達成のプロセスデザインの不備

・直接体験の充実

・SDGSとの関連性の明確化

・パブコメ期間の短さ

DEAR

• 教育情勢（子ども・教員・地域・学校等）の分析の不備

• パブコメの期間の短さ

• ESDの捉え方（経済成長・生産性の向上の強調）

• Well-Bingの概念の捉え方の不備

• 全国的な職事調査の実施

• 移民や留学生に開かれたリカレント教育

• 社会教育主事の雇用改善と社会教育士の活躍機会の
拡充

• 「人権教育」に即した道徳教育

• 性教育の明記

• 国の多文化共生に向けたグローバル教育の推進



答申への３つの問い

Q1 答申は、どう書かれるべきだった
のか？

Q2 答申に「書いてないこと」は、例え
ば何だったのか？

Q3 計画決定の後に、各主体がで
きることは何か？


